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たんぽぽ舎です。【TMM:No4615】地震と原発事故情報−５つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4615】 
2022年１０⽉２８⽇(⾦)地震と原発事故情報− 
             ５つの情報をお知らせします
                      転送歓迎
━━━━━━━ 
★１．中国電⼒が竣功期間伸⻑許可を申請、また妨害予防請求訴訟を提訴
  竣功期間伸⻑が許可されても現状と変わらず
  ⺠事調停で「法律論争をするつもりはない」と
  ⾔いながら⺠事訴訟を提訴
   連載「権利に基づく闘い」その３３ 
               熊本⼀規（明治学院⼤学名誉教授） 
★２．⼩冊⼦紹介
  『私たちは避難できるのか』…原⼦⼒災害編
  【保存版】少しでも被ばくを減らすために
  必要な知識と情報を伝える⼀冊です
  防災ガイドブック・原⼦⼒災害編を読む
          発⾏︓原発を再稼働させない柏崎刈⽻の会
★３．川内原発延⻑申請 反対派が“取り下げ”申し⼊れ 
  九州電⼒に「住⺠への説明など何もない」…ほか
  メルマガ読者からの原発等情報２つ(抜粋) 
                 ⿊⽊和也 (宮崎県在住) 
★４．メルマガ読者からのイベント案内(お問い合わせは主催者へ) 
  ◆11/15(⽕)オンライン被ばく学習会 
   菅 直⼈さん…「時代に逆⾏する岸⽥政権の原発政策」 
  ◆11/23(⽔・休⽇)井⼾川克隆特別講演会 
   「原発事故に抗う」 核テロと妖怪たち
   会場︓⽇⽐⾕図書⽂化館（⼤ホール）
★５．新聞より１つ
  ◆もうあと戻りできない
   「統⼀教会の解散」を求めるネット署名は20万に近づく 
             前川喜平（現代教育⾏政研究会代表）
     (10⽉23⽇「東京新聞」朝刊19⾯「本⾳のコラム」より) 
━━━━━━━ 
※明⽇です︕ 10/29(⼟)学習会「電⼒たりない︖Ｑ＆Ａ︕」 
 電⼒がたらないから原発をうごかす…それしか⽅法がない︖
 ⼭崎久隆さんが疑問にお答えします︕

⽇ 時︓10⽉29⽇(⼟)開場13:30／14:00より16:30 
講 師︓⼭崎久隆（やまざき ひさたか、たんぽぽ舎共同代表） 
会 場︓県南⽣涯学習センター 中講座室１ 
    （茨城県⼟浦市⼤和町9-1ウララビル５階、ＪＲ⼟浦駅 ⻄⼝すぐ）
主 催︓脱原発ネットワーク茨城（予約は下記ＵＲＬからどうぞ︕）
    https://nonukes-ibaraki.jimdofree.com/  
    マスク、⼊室前消毒・検温等感染症対策をお願いします。
お問合せ︓TEL 090-9299-3783（江⼝） 
     nonukes.ibaraki@gmail.com 
参加費︓無料 定員100名 予約優先 
━━━━━━━ 
※10/30(⽇)脱原発⻘空川柳句会 参加歓迎︕ 
 ⽇時︓10⽉30⽇(⽇)12時より15時 
 場所︓経済産業省前路上にて
  選 ︓乱 ⻤⿓   ⼊選者に呈賞あり 
━━━━━━━ 
※11/2(⽔)２つの申し⼊れ・抗議⾏動にご参加を︕ 

https://nonukes-ibaraki.jimdofree.com/
mailto:nonukes.ibaraki@gmail.com


               ２つの⾏動＝定例は第１⽔曜です 

１．第５２回とめよう︕東海第⼆原発 20年運転延⻑・2024年９⽉の 
  再稼働はゆるさない︕⽇本原電本店抗議⾏動
  茨城県東海第⼆原発の再稼働⼯事を⽌めよ︕

 ⽇ 時︓１１⽉２⽇(⽔)17:00より17:45  (冬時間です) 
 場 所︓⽇本原電本店前(住友不動産秋葉原北ビル 台東区上野5-2-1)  
      ＪＲ秋葉原駅より５分、銀座線末広町駅４番出⼝より４分
       ※北ビルです︕南ビルではありません︕
 主 催︓「とめよう︕東海第⼆原発⾸都圏連絡会」TEL 070-6650-5549 
 協 ⼒︓「再稼働阻⽌全国ネットワーク」

  ☆第５３回は、１２⽉７⽇(⽔)17:00より17:45 (冬時間)です。 
       (定例は毎⽉第１⽔曜) 

２．「第１１０回東電本店合同抗議」放射能汚染⽔を海へ捨てるな︕
  東電は2200億円の原電⽀援するな︕ 
  東電は福島第⼀原発事故の責任をとれ︕

 スピーチ予定
  ◇「東⽇本」と「⻄⽇本」間で電⼒を融通する「周波数変換所」の
   増設はなぜ遅れたか︖ …柳⽥ 真 
  ◇東電柏崎刈⽻原発６．７号機について …新潟から
  ◇東京に⼀番近い原発＝東海第⼆原発を⽌める⽅法 …
   「とめよう︕東海第⼆原発⾸都圏連絡会」から

 ⽇ 時︓１１⽉２⽇(⽔)18:30より19:30 (冬時間です) 
 場 所︓東京電⼒本店前(千代⽥区内幸町1-1-3)
 呼びかけ︓「経産省前テントひろば」070-6473-1947 
      「たんぽぽ舎」 03-3238-9035 
 賛 同︓東電株主代表訴訟など141団体 

  ☆１２⽉は、７⽇(⽔)第１１１回です。18:30より19:30(冬時間) 
       (定例は毎⽉第１⽔曜) 
━━━━━━━ 
※11/5(⼟)⽇韓近代史４回連続講座にご参加を︕ 
 ⽇本は朝鮮に何をしたか︖
 第２回「⽇露戦争「韓国併合」から武断政治へ」  

 お 話︓愼 蒼宇(シン チャンウ）さん（法政⼤学社会学部教授） 
 ⽇ 時︓１１⽉５⽇(⼟)14時より16時 
 会 場︓「スペースたんぽぽ」
  参加費︓800円 予約必要です。たんぽぽ舎あて電話 03-3238-9035 か 
 「ヤフーメール」<tanpopo3238@yahoo.co.jp> で、ご⽒名と電話番号を 
 ご⽒名と電話番号をお知らせ下さい。 受付番号をお伝えいたします。 
━━━━━━━ 
※11/14(⽉)天野惠⼀さん第９回連続講座にご参加を︕ 
                 …毎⽉第２⽉曜です…
 「原発と原爆の戦後社会史−【運動/思想】史から振り返る」 
 第９回「憲法と原発−⽣存権論」2011年３・１１災後３ 

 お 話︓天野惠⼀さん（再稼働阻⽌全国ネットワーク事務局）
  ⽇ 時︓１１⽉１４⽇(⽉)14時より16時30分 
  会 場︓「スペースたんぽぽ」 
 参加費︓800円  予約必要です。11/5と同じ⽅法です。 
       第１０回は１２⽉１２⽇(⽉)14時より 
       「総括 反核とは反[原爆・原発]であるという 
        あたりまえの思想へ」 
━━━━━━━ 

┏┓ 
┗■１．中国電⼒が竣功期間伸⻑許可を申請、また妨害予防請求訴訟を提訴 
 ｜ 竣功期間伸⻑が許可されても現状と変わらず
 ｜ ⺠事調停で「法律論争をするつもりはない」と
 ｜ ⾔いながら⺠事訴訟を提訴
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  ｜ 連載「権利に基づく闘い」その３３ 
  └──── 熊本⼀規（明治学院⼤学名誉教授） 

 10⽉25⽇、中国電⼒は、来年１⽉に期限が切れる上関原発埋⽴免許の 
竣功期間(注１)の伸⻑許可を⼭⼝県知事に申請するとともに、ボーリング 
調査について妨害予防請求訴訟を⼭⼝地裁岩国⽀部に提訴しました。
 上関原発に係る埋⽴免許は、2008年10⽉22⽇に出されました。 
 しかし、予定していた竣功期間内に竣功できなかったため、これまで
竣功期間の伸⻑許可が、2012年11⽉、2016年６⽉、2019年７⽉と再三 
なされてきましたが、今回、さらに伸⻑許可を申請したのです。
 公有⽔⾯埋⽴法は、「埋⽴の着⼯及び竣功を知事の指定する期間内に
しなければならない」(13条）旨定め、それができない場合には「埋⽴ 
免許が失効する」(34条)旨、定めています。したがって、本来、2012年 
11⽉に竣功できなかった場合には埋⽴免許は失効になるのが当然だった 
のです。

 ところが、⼭⼝県と中電は、「正当な理由があると認められるとき
は、期間の伸⻑を許可できる」旨の公有⽔⾯埋⽴法13条の２を悪⽤して、 
再三再四の竣功期間伸⻑をしてきましたし、今回もまた伸⻑を企てて
いるのです。

 期間伸⻑許可を得ないと上関原発建設が不可能になったことが明⽩に
なるので、今回伸⻑許可を申請したのは中電としては当然の⾏為である
ものの、当初の竣功期間を10年も過ぎて「正当な理由」があるはずが 
ないことは常識でもわかります。
 ⼭⼝県と中電は、法律が想定していない事態(⼗年余りにもわたる再三 
再四の竣功期間伸⻑)を政治⼒でゴリ押ししようとしているのです。(注２) 

 しかし、⼼配には及びません。今までも埋⽴免許があったわけです
から、伸⻑許可が出されても今までの埋⽴免許が続くだけで何の変わり
もありません。要するに、祝島漁⺠に補償がなされない限り、埋⽴が
できないことには変わりないのです。

 ボーリング調査についての妨害予防請求訴訟の提訴には、呆れました。
 中国電⼒は、ボーリング調査をめぐって話し合いたいということで⺠事
調停を申請し、10⽉５⽇にその⼀回⽬が開かれたのですが、中電が「 
法律論争をするつもりはない」と⾔ったために⺠亊調停は終わったの
です（たんぽぽ舎メールマガジンNo.4597参照）。 
 にもかかわらず、同じ案件で⺠事訴訟を提訴したのですから、わけが
わかりません。

 竣功期間伸⻑の申請と同時に⾏なったことから推測すると、竣功期間
の伸⻑を申請しておいて、ボーリング調査について何もしないのでは
⽭盾することになるので、形だけでも⾏なった、ということでしょう。
 もしも、⺠事調停が続いていたら、祝島島⺠の会から提出されていた
質問状に10⽉末までに回答しなければならないところでしたから、回答 
できなかったり、⽀離滅裂な回答をしたりすると⾯⽬が⽴たないため、
⺠亊調停は終わりにして回答を回避したうえで提訴し、形だけ
つくろったのではないでしょうか。
 とはいえ、権⼒に忖度したり、おもねたりする裁判官が多いので、
裁判にも油断することなく取り組みたいと思います。
 皆さんの関⼼、監視も宜しくお願いいたします。

注１︓「竣功」とは、⼯事が完了して建造物（埋⽴地）が完成すること。
   「竣功期間」とは竣功するまでの期間。

注２︓上関原発以前には、埋⽴免許後に戦争が勃発し、事業主体が資⾦
   難に陥ったため着⼯期間の伸⻑の申請がなされ、受理されていた
   が、その後、なんら⾏政庁の処分がなされていない件に関し、
   「不許可になった場合には埋⽴免許取得者が訴えを持つことが
   できたのに、⾏政庁が何も出さなかったために訴えを持てなかっ
   たのであるから」との理由で許可になったことが⼀件あるだけ
   であった。

┏┓ 


